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【学校教育目標】 

よさを認め合い、豊かな生活を創りだす子どもの育成 

令和７年４月 30 日 
千葉市立幕張小学校 

発行 

「こいのぼり」のように 
校長 大井 秀夫 

新年度が始まって約１か月が経ちました。その間、学校では身体測定や各種検査と目まぐる
しい毎日となりました。その中で４月２４日に実施した「一年生を迎える会」では、かわいい１年
生を全校の児童が温かく迎えて楽しいクイズに興じるなど、ほほえましい場面がいくつも見られ
ました。 

さて、こども家庭庁、全国社会福祉協議会、児童育成協会では、子どもの健やかな成長、子
どもや家庭を取り巻く環境について国民全体で考えることを目的に、毎年５月５日の「こどもの
日」から１週間を「こどもまんなか 児童福祉週間」と定めています。この期間中は、児童福祉の
理念を普及・啓発するため、こども家庭庁厚生や全国の自治体などが様々な事業や行事などを行っています。この
事業の中で、こども家庭庁が、「こどもまんなか 児童福祉週間」の標語を毎年募集おり、全国から寄せられた
4,766（昨年は 4,939）作品の中からの優秀作品をご紹介します。 

【令和７年度「こどもまんなか 児童福祉週間」標語】 
いつだって まんまるまんなか こどもたち 村田 六花 さん 1８歳 兵庫県 

【入選作品】 
・とびだそう みんなとちがう じぶん色
・かのうせい いっぱいもってる ちいさなて
・大丈夫 未来のわたしへ おまじない
・語り合う みんなの夢と かがやく未来
・無限大 やることたくさん 探して見つけよう

・ワクワクする 未来に向けて スタートダッシュ
・これ何？ から始まる 好きなこと
・きみのまま ありのままで だいじょうぶ
・小さくても 一人ひとり 想いをもってる こどもたち

SNS の普及によって顕在化しにくくなったいじめ問題や児童虐待件数の増加など、子どもたちを取り巻く環境は
目まぐるしく変化しています。今こそ、私たち大人の人権意識が試されているとも言い換えられます。風薫る５月に似
合うのは、元気に遊ぶ子どもとそれを見守る大人の笑顔です。その光景と、「こいのぼり」がきれいに並んで風に泳
いでいる姿と重なるのは、単なる偶然ではないでしょう。 

お知らせとお願い 

○５月 17日（土）開催予定の運動会について

運動会に向けて４月後半から練習が始まっております。お子様の健康第一で取り組みます。熱中症予

防のため、毎日の水筒等のご用意、ご家庭での健康管理(食事・入浴・睡眠等)についてのご協力、どう

ぞよろしくお願いいたします。なお、運動会当日については以下の点にご留意ください。

・保護者様の参観について人数制限はありません。

・運動会終了後、昼食は帰宅してからお取りください。

・保護者様等、来校される方全員には、名札【お子様の学年・学級、氏名がわかる物】を必ず着用して

いただきます。名札の用紙が必要な方は、連絡帳等で担任まで希望枚数を教えてください。

・多くの方が安全に参観できますよう、お車やバイクでの来校、テントの使用はご遠慮ください。

・保護者の休憩場所(トイレを含む)として体育館を開放します。待機場所としてもご利用できます。

ただし、休憩以外の使い方をされた場合（ボール遊び等）、体育館より退去していただきます。

・保護者応援席（立見席）は発表学年ごとに入替制を予定しています。譲り合ってご覧ください。

・運動会終了後の片付けの際、ご協力いただける保護者の皆様はお力をお貸しください。

＊詳細については後日お知らせします。 

まくはりの風 

近隣住民の皆様におかれましては、音楽や歓声、応援の声などが聞こえる

ことと思いますが、子どもたちの努力や成長をあたたかく見守っていただけ

ますと幸いです。どうぞよろしくお願いします。



○冷水器での水分補給について
千葉市は感染症拡大防止のために、令和２年６月より冷水器の水をコップや水筒等の容器に汲んで飲

用するようにしていましたが、現在は容器を使わずに飲用しても構いません。水分補給で活用ください。 

〇年間行事の変更について 
  先日配付しました年間行事予定が以下のように変わります。ご了承ください。 

・５年生移動教室説明会 ５月 15 日（木）   → ５月９日（金）  すぐーる配信済 

・３月育成パトロール  ８年３月 19 日（木） → ８年３月４日（水） 

○外国語指導助手（ＡＬＴ）について
外国語活動（３・４年）、外国語科（５・６年）の学習に入る外国語指導助手（ＡＬＴ）として、

昨年度から本校で指導をしている先生が４月 14 日（月）に着任しました。先生は月曜日と火曜日

に指導をします。

○すぐーる（学校・家庭間連絡システム）の複数名の登録について
すぐーる「保護者連絡チャネル」について、お子様全員につき、1 名以上の保護者様の登録が完了しま

した。皆様におかれましては感謝を申し上げます。

学校からのお知らせ、不審者情報の連絡等ですぐーるを活用します。お子様一人につき４名まで登録

可能ですので、複数人登録を推奨します。

○登校と下校のルール・安全について
通常の登校時刻に遅刻する場合には、安全のために保護者の同伴が必要です。また、早退する際には

保護者のお迎えをお願いしております。お子様を守るためですので、ご理解ご協力くださいますよう

お願いします。

なお、決められた登下校のルートを通るように学校でも指導しますので、ご家庭でもお子様との話題

にしていただけますようお願い申し上げます。

○防犯ブザーについて
お子様のランドセルに装着しているはずの防犯ブザーがない、ブザーが鳴らないお子様がいます。お

子様の安全のためにも、ご家庭で防犯ブザーの着用や鳴るかどうかのご確認をお願いします。

〇自転車のヘルメット等、お子様の安全について 
  法律で自転車のヘルメット着用が努力義務となっています。安全のため、ご協力お願いします。 

〇令和７年度 よいこのきまりについて 
 お子様が安心して幕張小学校に通ったり、幕張小教職員が支援及び指導を共通して行ったりするため

に「よいこのきまり」をお子様と教室で確認しています。すぐーるや学校ＨＰでも「よいこのきまり」

をご確認いただけますので、ご家庭でもお子様と話し合っていただきますようお願いします。 

○お子様の作品及び写真等の広報誌への掲載のお願いについて
日頃の教育活動の記録として本校職員等が写真を撮影し、学校だより、学年だより、学校ＨＰ

等に写真を掲載しています。お子様が特定できないような写真を使用して教育活動の様子が伝わ

るように選んでおります。今後も掲載させていただくことにご理解ご承諾くださいますようお願

いします。質問や写真掲載を望まない等がありましたら教頭の渡辺までお知らせください。

○保護者様の「セーフティウォッチャー」募集のお願い
セーフティウォッチャーの活動は、お子様の登下校の時間帯に「セーフティウォッチャーの腕章」を

着用し、通学路を中心とした見守りを行っていただいております。活動日は毎日でなく、無理のない日

時で幕張地域のお子様の安全について見守りをお願いしております。

令和３年度より、散歩をしたり、買物をしたりしながら、町のお子様の安全を見守る「ながら見守り」

を推奨しております。「ながら見守り」をご希望される保護者様もセーフティウォッチャーとしてご登録

していただくことができ、セーフティウォッチャーの腕章を幕張小よりお貸しいたします。また、見守

りの際、もしもおけがをされた際には保険が適用される場合もございます。

セーフティウォッチャーにご協力いただける方は、教頭の渡辺までお知らせください（043-271-7511）。 


